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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年8月22日(2019.8.22)

【公表番号】特表2018-523673(P2018-523673A)
【公表日】平成30年8月23日(2018.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2018-032
【出願番号】特願2018-507602(P2018-507602)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  16/22     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/46     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/13     (2006.01)
   Ｃ１２Ｐ  21/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ   16/22     ＺＮＡ　
   Ｃ０７Ｋ   16/46     　　　　
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｔ
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｎ
   Ａ６１Ｐ   27/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/00     　　　　
   Ｃ１２Ｎ   15/13     　　　　
   Ｃ１２Ｐ   21/02     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月11日(2019.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＤＧＦに対する抗原結合特異性を有する重鎖のみ抗体（ＨＣＡｂ）であって、
　前記ＨＣＡｂが、配列番号１０、１４、１８、２２、２６、３０、３４、３８、４２、
４６、または５０のうちの１つの可変重鎖（ＶＨ）領域配列を有する、前記ＨＣＡｂ。
【請求項２】
　ＰＤＧＦに対する抗原結合特異性を有するＨＣＡｂであって、
　前記ＨＣＡｂのＶＨ領域配列が、配列番号１０、１４、１８、２２、２６、３０、３４
、３８、４２、４６、または５０のうちの１つの配列に対し、少なくとも８５％の同一性
を有する、前記ＨＣＡｂ。
【請求項３】
　ＰＤＧＦがＰＤＧＦ‐ＢＢである、請求項１または２のいずれかに記載のＨＣＡｂ。
【請求項４】
　ＰＤＧＦ‐ＢＢに対する抗原結合特異性を有するＨＣＡｂであって、
　１つ以上の相補性決定領域（ＣＤＲ）が、配列番号１１～１３、１５～１７、１９～２
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１、２３～２５、２７～２９、３１～３３、３５～３７、３９～４１、４３～４５、４７
～４９及び５１～５３から選択されるか、または
　１つ以上の前記ＣＤＲが、配列番号１１～１３、１５～１７、１９～２１、２３～２５
、２７～２９、３１～３３、３５～３７、３９～４１、４３～４５、４７～４９及び５１
～５３から選択される前記ＣＤＲ配列に少なくとも８５％の同一性を有する、前記ＨＣＡ
ｂ。
【請求項５】
　ＰＤＧＦ‐ＢＢに対する抗原結合特異性を有するＨＣＡｂであって、
　ＣＤＲが配列番号１１～１３を有するか、
　ＣＤＲが配列番号１５～１７を有するか、
　ＣＤＲが配列番号１９～２１を有するか、
　ＣＤＲが配列番号２３～２５を有するか、
　ＣＤＲが配列番号２７～２９を有するか、
　ＣＤＲが配列番号３１～３３を有するか、
　ＣＤＲが配列番号３５～３７を有するか、
　ＣＤＲが配列番号３９～４１を有するか、
　ＣＤＲが配列番号４３～４５を有するか、
　ＣＤＲが配列番号４７～４９を有するか、または
　ＣＤＲが配列番号５１～５３を有する、前記ＨＣＡｂ。
【請求項６】
　前記ＶＨ領域の少なくとも１つのアミノ酸が、置換、付加、または欠失しており、ＨＣ
ＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその特異性を保持している、請求項１～５のいずれか一項
に記載のＨＣＡｂ。
【請求項７】
　ＰＤＧＦ‐ＢＢに対する抗原結合特異性を有するＨＣＡｂであって、ＣＤＲ１がＧＦＴ
ＦＳＳＹＡ（配列番号２３）を有し、
　７位のアミノ酸が任意のアミノ酸で置換されており、ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対す
るその特異性を保持しているか、または
　前記７位のアミノ酸が保存的アミノ酸で置換されており、ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに
対するその特異性を保持している、前記ＨＣＡｂ。
【請求項８】
　前記７位のアミノ酸が同じクラスのアミノ酸で置換されており、ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐
ＢＢに対するその特異性を保持している、請求項７に記載のＨＣＡｂ。
【請求項９】
　ＰＤＧＦに対する抗原結合特異性を有するＨＣＡｂであって、ＣＤＲ２がＩＳＧＳＧＧ
ＳＴ（配列番号２４）を有し、
　３位または８位のアミノ酸の１つ以上が任意のアミノ酸で置換されており、前記ＨＣＡ
ｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその特異性を保持しているか、または
　３位または８位のアミノ酸の１つ以上が保存的アミノ酸で置換されており、前記ＨＣＡ
ｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその特異性を保持しているか、または
　３位または８位のアミノ酸の１つ以上が同じクラスのアミノ酸で置換されており、前記
ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその特異性を保持している、前記ＨＣＡｂ。
【請求項１０】
　ＰＤＧＦに対する抗原結合特異性を有するＨＣＡｂであって、ＣＤＲ３がＲＮＳＥＩＦ
ＭＶＫＧＶＩＱＹＮＳ（配列番号２５）を有し、
　３、４、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、または１６位のアミノ酸の１つ以上
が任意のアミノ酸で置換されており、前記ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその特異性
を保持しているか、または
　３、４、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、または１６位のアミノ酸の１つ以上
が保存的アミノ酸で置換されており、前記ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその特異性
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を保持しているか、または
　３、４、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、または１６位のアミノ酸の１つ以上
が同じクラスのアミノ酸で置換されており、前記ＨＣＡｂがＰＤＧＦ‐ＢＢに対するその
特異性を保持している、前記ＨＣＡｂ。
【請求項１１】
　ＨＣＡｂ　Ｐ３６Ｆ３、Ｐ３６Ｅ１０、Ｐ３６Ｅ８、Ｐ３６Ｃ１２、Ｐ３６Ａ４、Ｐ３
６Ａ３、Ｐ３６Ｄ９、Ｐ３６Ｅ４、Ｐ３６Ｅ９、Ｐ３６Ｇ９、及び／またはＰ３６Ｈ４と
ＰＤＧＦ‐ＢＢとの結合に競合する、ヒトまたはヒト化抗体。
【請求項１２】
　ＰＤＧＦに対する第一の抗原結合特異性、及びＶＥＧＦに対する第二の抗原結合特異性
を有する二重特異性抗体であって、好ましくは、
　前記第一の抗原結合特異性が、請求項１～１１のいずれか一項に記載のＨＣＡｂによっ
て表されるか、または
　前記第二の抗原結合特異性が、ベバシズマブ、またはそのＶＨもしくはＶＬ領域によっ
て表されるか、または
　前記第二の抗原結合特異性が、ラニビズマブ、またはそのＶＨもしくはＶＬ領域によっ
て表される、前記二重特異性抗体。
【請求項１３】
　ＰＤＧＦに対する第一の抗原結合特異性、及びＡＮＧ‐２に対する第二の抗原結合特異
性を有する、二重特異性抗体。
【請求項１４】
　前記第一の抗原結合特異性が、請求項１～１２のいずれか一項に記載のＨＣＡｂによっ
て表される、請求項１３に記載の二重特異性抗体。
【請求項１５】
　前記第二の抗原結合特異性が、ＨＣＡｂ　Ａ３３Ａ８（配列番号５４）、Ａ１Ｇ２（配
列番号５５）、Ａ１Ｆ８（配列番号５６）、Ａ２Ｂ６（配列番号５７）、またはＡ１Ｂ１
（配列番号５８）によって表される、請求項１４に記載の二重特異性抗体。
【請求項１６】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のＰＤＧＦ結合型ＨＣＡｂ、または請求項１２～
１５のいずれか一項に記載の二重特異性抗体を含有する、眼科疾患を治療するための医薬
組成物。
【請求項１７】
　前記眼科疾患が、萎縮型加齢性黄斑変性症、滲出型加齢性黄斑変性症、脈絡膜新生血管
（ＣＮＶ）、嚢胞様黄斑浮腫（ＣＭＥ）、近視関連脈絡膜新生血管、血管線条、糖尿病性
黄斑浮腫（ＤＭＥ）、黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症、異常な角膜血管新生、結膜翼状片、網
膜下浮腫、及び網膜内浮腫からなる群から選択される、請求項１６に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　前記異常な角膜血管新生が、角膜炎、角膜移植、角膜形成術または低酸素症の結果であ
る、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　それを必要とする対象における眼科疾患の治療用の薬剤の製造における、請求項１～１
１のいずれか一項に記載のＶＨ領域を有するＰＤＧＦ結合型ＨＣＡｂ、または請求項１２
～１５のいずれか一項に記載の二重特異性抗体の使用。
【請求項２０】
　前記眼科疾患が、加齢性黄斑変性症（ＡＭＤ）、脈絡膜新生血管（ＣＮＶ）、嚢胞様黄
斑浮腫（ＣＭＥ）、近視関連脈絡膜新生血管、血管線条、糖尿病性黄斑浮腫（ＤＭＥ）、
黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症、異常な角膜血管新生、結膜翼状片、網膜下浮腫、または網膜
内浮腫を含む、請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
　前記異常な角膜血管新生が、角膜炎、角膜移植、角膜形成術または低酸素症の結果であ
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る、請求項２０に記載の使用。
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